
前回値上げ前 前回値上げ後 今回申請前 今回申請

【参考】従量電灯Ａの平均的なモデル料⾦の推移

※算定条件：従量電灯Ａ、⽉間ご使⽤量300kWh、口座振替割引を適用
※実際の値上げ実施⽇･料⾦等は、経済産業⼤⾂の認可を受けて決定されます。

再生可能エネルギー
発電促進賦課⾦

太陽光発電
促進付加⾦

6,844
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7,611
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+744

+310
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消費税率変更による増 205円
再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦の増 120円
太陽光発電促進付加⾦終了に伴う減 ▲15円

前回値上げ額

（円/月）

744

今回値上げ額

22



※現⾏単価および届出予定単価には、燃料費調整単価を含めておらず、消費税等相当額を含みます。
※時間帯別電灯は、平成26年12月24日に申請した電気供給約款の認可内容に応じて料⾦やその他変更内容を⾒直し、経済産業⼤⾂
に届け出る予定です。

時間帯別電灯

【参考】規制分野の料⾦メニュー（主な選択約款〔時間帯別電灯〕）
○ご使⽤になる時間帯によって電⼒量料⾦単価が異なり、割安な時間帯に電気のご使⽤を移⾏していただく等、電気の効率的
な使⽤により、電気料⾦の削減につなげていただくことができるメニューです。

夜 間
時 間

0時 7時 23時 24時

昼 間 時 間

夜 間
時 間

（単価） 現⾏単価 届出予定単価

基
本
料
⾦

最初の10kVAまで １，１８８．００ １，１８８．００

10kVAをこえる
1kVAにつき ３８８．８０ ３８８．８０

電
⼒
量
料
⾦

昼
間
時
間

最初の90kWhまで ２２．７２ ２５．２０

90kWhをこえ
230kWhまで ２９．６７ ３２．１５

230kWh超過 ３３．９１ ３６．３９

夜間時間 １１．０７ １３．５５

（円/契約、円/kVA、円/kWh）
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【参考】規制分野の料⾦メニュー（主な選択約款〔はぴｅタイム〕）
○ご使⽤になる季節や時間帯によって電⼒量料⾦単価が異なり、割安な時間帯に電気のご使⽤を移⾏していただく等、電気の
効率的な使⽤により、電気料⾦の削減につなげていただくことができるメニューです。

※デイタイムは平⽇（⽉〜⾦曜⽇）に設定。休⽇扱い⽇（⼟⽇祝⽇等）の7時〜23時はリビングタイムとなります。
※夏季は7月1⽇〜9月30日、その他季は10月1⽇〜翌年の6月30日です。
※現⾏単価および届出予定単価には、燃料費調整単価を含めておらず、消費税等相当額を含みます。
※はぴｅタイムは、平成26年12月24日に申請した電気供給約款の認可内容に応じて料⾦やその他変更内容を⾒直し、経済産業⼤⾂に
届け出る予定です。

はぴｅタイム

0時 7時 23時 24時

ナイト
タイム

ナイト
タイム

10時 17時

デイタイム

リビング
タイム

デイ
タイム

リビング
タイム

（単価） 現⾏単価 届出予定単価

基
本
料
⾦

最初の10kVAまで ２，１６０．００ ２，１６０．００

10kVAをこえる
1kVAにつき ３８８．８０ ３８８．８０

電
⼒
量
料
⾦

デ イ
タイム

夏 季 ３６．８６ ３９．３４

その他季 ３３．５１ ３５．９９

リビングタイム ２５．２９ ２７．７７

ナイトタイム １１．０７ １３．５５

（円/契約、円/kVA、円/kWh）
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【参考】規制分野の料⾦メニュー（主な選択約款〔季時別電灯ＰＳ〕）
○夏のピーク時に対応する「ピーク時間」と、それ以外の「オフピーク時間」「夜間時間」に時間帯を区分しており、 「ピーク時間」
から「オフピーク時間」および「夜間時間」へ電気のご使⽤を移⾏していただく等、電気の効率的な使⽤により、電気料⾦の削
減につなげていただくことができるメニューです。

季時別電灯ＰＳ

（単価）

0時 7時

※ピーク時間は夏季平日（7月1⽇〜9月30日）に設定。
※現⾏単価および届出予定単価には、燃料費調整単価を含めておらず、消費税等相当額を含みます。
※季時別電灯ＰＳは、平成26年12月24日に申請した電気供給約款の認可内容に応じて料⾦やその他変更内容を⾒直し、経済産業⼤⾂
に届け出る予定です。

23時 24時

夜 間
時 間

オフピーク時間 オフピーク時間

ピーク
時間

13時 16時

夜 間
時 間

現⾏単価 届出予定単価

基
本
料
⾦

最初の10kVAまで １，１８８．００ １，１８８．００

10kVAをこえる
1kVAにつき ３８８．８０ ３８８．８０

電
⼒
量
料
⾦

ピーク時間 ５８．６７ ６１．１５

オフ
ピーク
時間

最初の90kWh
まで ２１．９２ ２４．４０

90kWhをこえ
230kWhまで ２８．６２ ３１．１０

230kWh超過 ３２．７７ ３５．２５

夜間時間 １１．０７ １３．５５

（円/契約、円/kVA、円/kWh）平成24年7月設定
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【参考】⾃由化分野の主な料⾦メニューの値上げ影響額の例
○自由化分野のお客さまの値上げ影響額は以下のとおりです。

○⾼圧電⼒ＡＬ（商業施設、事務所ビル等のお客さま）
契約電⼒ ：820ｋＷ
⽉間使⽤量：230,000kWh の場合

○⾼圧電⼒ＢＬ（⼯場等のお客さま）
契約電⼒ ：900ｋＷ
⽉間使⽤量：270,000kWh の場合

○⾼圧電⼒ＡＳ（スーパー、事務所ビル等のお客さま）
契約電⼒ ：100ｋＷ
⽉間使⽤量：16,500kWh の場合

○⾼圧電⼒ＢＳ（⼯場等のお客さま）
契約電⼒ ：110ｋＷ
⽉間使⽤量：26,400kWh の場合

※電⼒量料⾦単価は「その他季」、基本料⾦は⼒率100％で算定しております。
※現⾏および値上げ後のご請求⾦額には、燃料費調整額を含めておらず、平成26年度における5⽉分以降に適⽤する単価で算定した再⽣可能エネルギー
発電促進賦課⾦を含めております。

※現⾏および値上げ後のご請求⾦額には、消費税等相当額を含みます。
※実際のご請求⾦額は、燃料費調整額および再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦により変動いたします。

1ヶ⽉あたりのご請求⾦額
現 ⾏ 値上げ後
約465万円 約519万円

値上げ額 値上げ率

約55万円 11.8％

1ヶ⽉あたりのご請求⾦額
現 ⾏ 値上げ後
約512万円 約577万円

値上げ額 値上げ率

約64万円 12.5％

1ヶ⽉あたりのご請求⾦額
現 ⾏ 値上げ後

約39.4万円 約43.3万円

値上げ額 値上げ率

約3.9万円 10.0％

1ヶ⽉あたりのご請求⾦額
現 ⾏ 値上げ後

約53.5万円 約59.8万円

値上げ額 値上げ率

約6.3万円 11.7％

⾼圧で契約電⼒が５００ｋＷ以上のお客さま

⾼圧で契約電⼒が５００ｋＷ未満のお客さま
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13．燃料費調整の⾒直し

※試算条件：従量電灯Ａ、月間ご使⽤量300kWh、
口座振替割引を適用

※消費税等相当額を含む

○燃料価格の前提は前回値上げと同様（平成24年7月〜9⽉の貿易統計実績）としておりますが、燃料費調整の対象となる
輸⼊燃料（原油・ＬＮＧ・⽯炭）の消費数量が前回の値上げの前提から変更となるため、燃料費調整の諸元を⾒直します。

○その結果、燃料費調整の調整幅は、プラス調整・マイナス調整ともに大きくなります。

ケース①平成26年9月〜11月の貿易統計実績による燃料費調整を反映した料⾦の試算

燃料費調整額

（円/月）

27

現⾏料⾦

8,097

申請料⾦

8,967

ケース②至近の原油市況などを踏まえ、一定の仮定を置いて想定した際の料⾦の試算

燃料費調整
適⽤前料⾦

現⾏料⾦ 申請料⾦

7,611

8,355

▲５６１

▲４５９

＋４８６

＋６１２

7,611

8,355

7,152
7,794

原油 53＄/ｂ
ＬＮＧ 9＄/mmbtu
石炭 75＄/t
為替 120円/＄

原油 105.9＄/ｂ
ＬＮＧ 17.6＄/mmbtu
石炭 127.3＄/t
為替 78.9円/＄

原油 99.2＄/ｂ
ＬＮＧ 16.0＄/mmbtu
石炭 92.7＄/t
為替 108.2円/＄

ケース①の前提

ケース②の前提

料⾦原価の前提＝燃調適用前



【参考】 「今回の電気料⾦値上げ申請」と「⾄近の原油価格の下落」について

料⾦原価の前提
（H24.7-9貿易統計）
・原油:105.9$/b
・LNG:17.6$/mmbtu
・石炭:127.3$/t
・為替:78.9円/$

28

○電源構成変分認可制度に基づき、原⼦⼒プラントの再稼働の遅延に伴う電源構成の変動による
増分燃料費等を反映しております。（＝①＝Ｃ＋Ｄ）

○為替・原油価格等の、料⾦算定の前提となる諸元（燃料費調整の前提諸元）については、
前回改定より変更していません。（105.9ドル／バレル ，78.9円／ドル）

○為替・原油価格等の変動については、燃料費調整制度を通じて、お客さまにご負担いただく電気料⾦
に反映されます。従って、至近の原油価格の低下影響についても、同制度を通じて、電気料⾦に
反映されます。（＝Ａ＋Ｃ）

試算の前提

・原油:53$/b
・LNG: 9$/mmbtu
・石炭:75$/t
・為替:120円/$

現⾏料⾦原価

（燃料価格） 今回申請料⾦原価

（⽕⼒発受電電⼒量：億kWh）

増分
燃料費等

3,240億円

1,160

原⼦⼒利⽤率の低下による増分電⼒量原⼦⼒利⽤率の低下による増分電⼒量

※電⼒量はイメージを記載1,400

現⾏料⾦で
ご負担いただいている

電気料⾦

新たに
ご負担を
お願いする
電気料⾦

現⾏の
燃料費

調整制度の
適用範囲

新たな
適用範囲

原
油
価
格
の
低
下

1,160 1,400

今回の申請原価今回の申請原価 燃料費調整による還元の例（前⾴ケース②の場合）燃料費調整による還元の例（前⾴ケース②の場合）

変更しない変更しない

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ①

燃調：▲459円/月

値上げ幅：+744円/月
（8,355円－7,611円）

燃調：▲102円/月



【参考】燃料費調整の前提諸元①

今回申請（Ａ） 現⾏（Ｂ） 差（Ａ－Ｂ）
基準燃料価格 円/kl 40,900 38,800 2,100

換算係数
α － 0.3066 0.2313 0.0753
β － 0.2858 0.3006 ▲ 0.0148
γ － 0.4235 0.5039 ▲ 0.0804

基準単価（税抜・平均） 円/kWh 0.191 0.167 0.024
※電圧ごとの基準単価 低圧：0.196 高圧：0.189 特別高圧：0.186 （税抜、円/kWh）

①基準燃料価格（40,900円/kl)
・基準燃料価格とは、料⾦設定の前提である原油・ＬＮＧ・⽯炭の燃料価格の加重平均値で、燃料費調整における価格変動の基準値です。
(今回の値上げ申請は前回値上げと同様、平成２４年７〜９⽉の貿易統計実績値によります。）
・具体的には、平成27年度の電源構成の変動を加味した当社発受電電⼒量（⽕⼒）における各燃料の熱量構成⽐に原油換算⽐を加味した
係数(α・β・γ)を算定し、各燃料価格に乗じ加重平均して算出しています。

〔算定式〕52,519円/kl × 0.3066 ＋ 71,841円/t × 0.2858 ＋ 10,039円/t × 0.4235 ＝ 40,900円/kl
原油価格 α LNG価格 β 石炭価格 γ     基準燃料価格

熱量構成⽐
①

原油換算係数
②

換算係数
③＝①×②

原 油 0.3066 1.0000 0.3066
ＬＮＧ 0.4085 0.6996 0.2858
石 炭 0.2849 1.4864 0.4235
合 計 1.0000 － －

※原油換算係数は、総合エネルギー統計の
標準発熱量に基づいて算定しています。

ＬＮＧ:１ℓ当たりの原油発熱量（38,200kJ）
÷１kg当たりのLNG発熱量（54,600kJ）

石炭:１ℓ当たりの原油発熱量（38,200kJ）
÷１kg当たりの⽯炭発熱量（25,700kJ）

・・α

・・β
・・γ
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